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BCP ( Business Continuity Plan) 事業継続計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 年に発生した福岡県西方沖地震は､警固断層の北西､玄界島付近が震源地とされています｡当時の

当院(旧病院)では､カルテの棚や書庫が倒れ､机の上の物が散乱するという被害が有りましたが､人身被

害はなく､建物被害も軽微で済みました｡しかし､警固断層は当院のすぐ近くを走っており､今後当院が 

経験する災害として地震の可能性は極めて高いといえます｡  

福岡県西方沖地震では､福岡市の南部や春日市でも建物被害が多く報告されました｡地震後の地質調

査では､警固断層東側で堆積層の地域の建物被害が多かったことが報告されています｡現在､当院は 

免震 RC構造 10階建ての構造で､震度 7までは耐えられる計算になっていますが､地震発生後には周辺の

建物は､大きな被害を受けていることが予想されます｡つまり多くの被災者が来院されることが予測され

ます｡  

2016 年 4月､当院は地域災害拠点病院に指定されました｡災害時には､被災者に医療を提供することが

求められます｡発災直後､発災から被災者の来院が始まるまで､被災者の対応､そして通常業務の再開など

それぞれの局面での対応が円滑に出来るようあらかじめ準備をしておくことが必要です｡  

当院の設備､マンパワーを活かしてより多くの人命を守り､住民に安全を提供できることがわれわれ

の使命です｡この計画書が実際に役立つ BCPとなることを願っています｡  

このマニュアルに精通し､今後当院に起こる変化を正確に把握し､順次改定されることが必要です｡ 

そしてすべての職員に繰り返し周知される努力を続けていきましょう｡  
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1． BCPの基本概念 

 

1.1 BCP とは 

企業や団体においては､大災害や事故などの被害を受けても､重要業務が中断しないこと､もしくは中

断しても可能な限り短い期間で再開することが､利用客や取引先等の関係者から望まれている｡また､自

らにとっても大規模な重要業務が中断しないことにより､利用者や顧客の他社･他団体への流出､社会的

信頼の低下を防ぐことができるため､大災害や事故発生時における事業継続は､経営層などの組織のトッ

プの戦略的な課題として位置付けられている｡ 

この事業継続に備える計画を｢事業継続計画｣(BCP:Business Continuity Plan)と呼ぶ｡ 

 

 あらゆるリスクに対してもその事業が継続できるように事業継続計画(BCP)を組織のトップの意思と 

して策定する必要性が求められている｡ 

 

1.2 災害拠点病院における BCP 

企業などが策定する一般的な BCPであれば､一定程度の事業能力が回復するまでの間､事業を停止する

ことが許容される｡しかし､災害時に特に大きな役割を担う災害拠点病院にあっては､平常時とは比べも

のにならない傷病者が来院することが想定されるため､医療サービスを停止することは許されない｡平常

時の院内体制を確保できなくても､一定程度の医療サービスを継続できるように､より高いレベルでの

BCPを策定することが求められている｡ 

 

災害拠点病院における BCPの役割は､以下の 4点が挙げられる｡ 

 

(1) 事前の備えによる対応力の低下を抑制 

建物の耐震化などに加え､非常時の組織体制を事前に計画することにより､地震発生時の対応力の低

下   

を抑制できる｡ 

 

(2) 対応力の早期回復 

災害時に必要な業務に優先順位をつけておくことにより､対応力の回復時期を早めることができる｡ 

 

(3) 対応力の増加 

継続すべき業務と縮小できる業務をあらかじめ区別することにより､対応力を一定レベルまで増加さ

せ   

ることができる｡ 

 

(4) 災害拠点病院への患者数の抑制 

BCP において､近隣医療機関と連携した役割分担(重症度に応じた患者の受入れ)を事前に決めておく

こ  

とで､災害拠点病院における患者数を抑えることができる｡ 

 

1.3 従来の災害マニュアルとの違い 

従来の災害対応マニュアルは一般に､｢いかに人命･資産を守るか｣ということに主眼を置き想定され

ている｡一方､BCP は災害が発生した場合に｢いかに業務を継続するか｣ということに主眼が置かれた計画

である｡ 
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 当院の BCPにおいては､以下の 5項目を主軸にマネージメントすべき業務内容を整理した｡ 

 

① 事前準備 

② 災害時応急対策業務 

③ 通常業務の継続 

④ 通常業務の再開 

⑤ インフラ復旧業務 

⑥ 次の災害の課題･対策 

 

※当院の BCPに関する概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 添付文書 

｢事業継続計画書 BCP｣は､本書及び添付文書｢業務内容の時系列｣｢業務の詳細｣｢アクションカード｣によ

り構成される｡ 

 

文書名 対象 内容 文書 

事業継続計画書 病院全体 事業継続の基本方針や対応体制､各部門の取り組み 

事項､継続的･発展的な改善のための手順､職員への 

教育･訓練を定めた文書 

本書 

業務内容の時系列 病院全体 事業継続計画書で定めた方針に則って､災害時におけ

る事業継続のための対応の流れを時系列に沿って一覧

で確認するための表 

別紙 

業務の詳細 組織単位 業務内容の時系列について､内容ごとの詳細を記載 

した文書 

別紙 

アクションカード 組織単位 業務の詳細を実行するために､当事者が具体的にどの

ように行動したら良いかをカード形式で記載した文書

であり、各部署に保管している 

別紙 
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2． 被害想定と院内リソース 

 

2.1 備えるべき脅威 

当院 BCPの対象は､事業継続を脅かすあらゆる事態である｡需要と供給のバランスが著しく崩れる事態

を災害と定義するならば､全ての災害が当院 BCPの対象と言える｡ 

 

2.2 自然災害 

自然災害について当院のリスクアセスメントを実施した｡アセスメントの結果､リスクの高い地震･雷

雨･洪水･台風であった｡ 

  

2016年6月

人への影響
土地・所有物

への影響

病院運営上の

影響
準備・対策 院内対応 院外対応

発生の可能性
死亡や怪我の

可能性
物理的な損失と
損傷度・損害度

業務提供への
影響

事前計画 時間、効果、資源
地域/支援職員と

供給物品
相対的な脅威

ス+A6:J21コア

0 = 該当なし

1 = 低

2 = 中

3 = 高

0 = 該当なし

1 = 低

2 = 中

3 = 高

0 = 該当なし

1 = 低

2 = 中

3 = 高

0 = 該当なし

1 = 低

2 = 中

3 = 高

0 = 該当なし

1 = 充実

2 = 普通

3 = 最低限 or 無

し

0 = 該当なし

1 = 充実

2 = 普通

3 = 最低限 or 無

し

0 = 該当なし

1 = 充実

2 = 普通

3 = 最低限 or 無

し

0 - 100%

台風 3 0 1 1 1 1 1 28%

強風 1 1 0 1 1 1 1 9%

洪水 2 1 3 2 2 2 1 41%

地震 2 3 3 3 3 3 3 67%

雷雨 3 1 2 2 2 2 1 56%

津波 0 0 0 0 0 0 0 0%

疫病 1 1 0 1 1 1 1 9%

異常発生(生物） 0 0 0 0 0 0 0 0%

熱波 (異常気象） 0 0 0 0 0 0 0 0%

山火事 0 0 0 0 0 0 0 0%

土砂崩れ 0 0 0 0 0 0 0 0%

大雪 0 0 0 0 0 0 0 0%

吹雪 0 0 0 0 0 0 0 0%

氷嵐（雪の台風） 0 0 0 0 0 0 0 0%

ダム氾濫 0 0 0 0 0 0 0 0%

火山噴火 0 0 0 0 0 0 0 0%

平均 0.75 0.44 0.56 0.63 0.63 0.63 0.50 4%
* ％と脅威は比例して増大する .
12 リスク  =  　確率* 深刻度

54 0.04 0.24 0.18 17.00

深刻度=（災害規模-予防措置）

確率 リスク

事象

災害脆弱性評価ツール

自然災害関連事象
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① 地震 

福岡には､玄界灘から博多湾を経て福岡平野にかけてほぼ北西-南東に活断層の警固断層が分布する｡

当院もその断層上に位置する｡福岡県防災計画によると､30 年以内に警固断層の地震が発生する可能性

は 0.3-6%である｡ 

警固断層帯北西部に大地震が発生した場合､マグニチュード 7.0程度で 2m程度の左横ずれが生じると

されている｡警固断層帯南東部は､マグニチュード 7.2 程度の地震が発生すると推定され､2m 程度の左横

ずれが生じるとされている｡2005 年に発生した福岡西方沖地震の活動により､警固断層帯南東部で地震

が発生する可能性はより高くなっているという指摘もある｡ 

 

福岡県地震に関する防災アセスメント調査報告書(2018.4.1 更新)によると､筑紫医療圏(春日市､大野

城市､那珂川市､筑紫野市､太宰府市)での患者数の推計は､死者数 278名(春日市 11名､大野城市 43名､那

珂川市 12名､筑紫野市 105名､太宰府市 107名)､負傷者数 4840名(春日市 483名､大野城市 898名､那珂川

市 426名､筑紫野市 1,616名､太宰府市 1,417名)である｡これは雷雨や洪水､台風と言った他の自然災害と

比較しても圧倒的に多い｡ 

当院の災害対策委員会では､平時の救急搬入件数から大地震が発生した際には筑紫医療圏の救急搬入

の 64%が当院に搬入されると計算した｡これにより予想される当院への受診数は最大で死亡 170 名､負傷

2,900名(合計 3,070名)であった｡ 

 

※地震調査研究推進本部事務局 ｢警固断層帯(南東部)の地震による予測震度分布｣より 
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② 雷雨､洪水､台風 

福岡県の地域防災計画の基本編･風水害対策編によると福岡県における最も大きな大雨災害は､286 

名の死者･行方不明者を出した 1953 年の梅雨前線による大雨災害(西日本大水害)であるが､近年でも

1990 年の梅雨前線による大雨で筑後地方を中心に死者 4名､床上床下浸水 8,496 戸の被害が､1999 年の

梅雨 前線による大雨では福岡地方を中心に死者 2 名､床上床下浸水 6,163 戸の被害が発生した｡1999 

年の大雨では､都市部の地下空間への浸水で犠牲者が出るという近年見られなかった災害が発生した｡ 

2009 年に発生した｢平成 21 年中国･九州北部豪雨<梅雨前線>｣では福岡地方を中心に死者 10 名､床上

床下浸水5,222 戸の被害が､2012年に平成24 年7月梅雨前線豪雨災害では､筑後地方を中心に死者5人､

床上床下浸水 5,763 戸の被害が発生した｡ 

また､2017 年に発生した｢平成 29 年 7 月九州北部豪雨｣では､筑後地方を中心に死者 37 名(災害関連

死の 1名含む)､床上床下浸水 616 戸の被害が発生した｡2017年の大雨では､線状降水帯が形成され､数キ

ロ単位の範囲で記録的な大雨となり､屋内避難の被害者が多く､家屋被害も全壊半壊が 1,106 戸と､浸水

被害より多いという特徴が見られた｡ 

さらに､2018 年(平成 30 年)7 月 2 日から 17 日にかけて発生した｢平成 30 年 7 月西日本豪雨｣では､死

者 4人､床上床下浸水 3,390 戸の被害が発生した｡ 

 

 

このような過去の事例より､水害による被害者数は地震と比べると少ないことが予想される｡ 

 

 
      ※春日市 浸水ハザードマップより 

 

病院自体の浸水被害の予測のために春日市の浸水ハザードマップを引用する｡春日市の浸水ハザード

マップは､過去の浸水実績をもとに平成 23年に｢浸水のおそれがある最大の区域｣を設定したものである｡

ハザードマップによると当院が浸水するリスクは非常に低いと考えられる｡また当院が浸水すれば､地下

の排水槽に 1960t の水が流れ込む形となるため､万が一浸水しても地下の電子カルテサーバーなどが停

止するリスクは低い｡ 

福岡徳洲会病院 
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浸水被害に関する最大の脅威は､最大規模の地震が起きた際に白水大池の決壊と考えられる｡ 

春日市の｢ため池ハザードマップ｣によると､決壊後 45分で当院は 0.5mの浸水を被るとされる｡ 

 

 

 

2.3 人為災害 

テロ､飛行機事故､列車事故､バス事故､火災､CBRNE 災害(シーバーン災害:化学､生物､爆薬､放射線､核 

などに関連する災害)など､多種多様な災害や人為災害が発生しうる｡ 

 

① 福岡県で過去に発生した人為災害(飛行機事故･火災) 

1996 年 ガルーダ航空(福岡空港)乗員乗客 275名 死亡 3名 重傷 18名 軽傷 91名 

2013 年 福岡市整形外科医院火災 死亡 10名 負傷者 5名 

 

② 日本で過去に発生した人為災害(バイオテロ､列車事故､原子力発電所事故､バス事故) 

1994 年 松本サリン事件 死亡 8名 負傷 660名 

1995 年 地下鉄サリン事件 死亡 13名 負傷 6300名 

2005 年 福知山線脱線事故 死亡 107 名 負傷 562名 

2011 年 福島第一原子力発電所 

2012 年 関越自動車道高速バス居眠り運転事故 乗員 46名 死亡 7名 重傷 14名 軽傷 25名 

 

いずれの人為災害も当院近郊で発生する可能性があるが､その可能性を見積もることは難しい｡ 

 

人為災害は局地的に発生することが多く､当院以外の救命救急センターや災害拠点病院､救急告示病院 

などに分散搬送されることが期待される｡ 
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2.4 当院 BCPが主に想定する災害 

BCP においては最大のリスクを想定した準備を行い､計画を実行することが重要であると考える｡病院

の事業継続において､最も危機的であるのは病院自体のインフラ(水･電気･医療ガス･電子カルテなど)が 

停止する事態である｡またこのような事態が継続する期間が長いほど､危機が大きくなると予想される｡ 

 

 一般的に自然災害は人為災害よりもインフラに影響を与え､長期化する頻度が多い｡自然災害の中で最

大の被害は警固断層の大地震である｡また最も被害を受ける可能性が高い自然災害は､水害(雷雨 

および台風)である｡よって大地震及び水害を想定した計画を立案する｡ 

 

2.5 脅威発生時の被害想定と脆弱性 

大地震などの脅威が顕在化することにより発生する被害の想定は極めて難しく､被害を特定すること

による対応の硬直化の弊害も少なからずある｡ 

従って､本院における被害想定は詳細化を避け､大地震などの特定脅威に極力左右されない個別被害

で無く､状況想定を前提とする｡ 

 

① 地域の被害想定 

前項で前提とした本院が備えるべき脅威が発生した場合､地域の主なインフラの被害状況は､以下

の通りである｡ 

 

 

  
インフラ 被害想定 

上水道 埋設管路が､液状化による地盤流動､噴砂のため各所で折損､破裂､継手離

脱がおこる｡給水不能個所は全域となり､断水が発生｡管路が破損した個

所から一部道路への浸水が起こる。 

下水道 地震動､液状化等による不等沈下､亀裂により損傷が各所で発生､液状化

によりマンホールが浮き上がり､付近で噴砂が生じている｡排水困難な地

域が一部地域で発生。 

電力 地震動､液状化現象による電柱の傾斜及び断線等により全域で停電が 

発生。 

都市ガス 地震動及び液状化によって管の折損､継手の離脱等により中低圧導管の

被害が発生｡ガス漏れ､ガス供給停止の地域が発生する。 

電話通信 地震動､液状化等により､電柱､ケーブル等の局外設備の被害が多発する

携帯電話やインターネットは､回線が飽和状態となりかかりにくくなっ

ている。また､被災地への問い合わせ､見舞い等による通信の輻輳が発生

する。 

交通 JR､地下鉄は規制措置により停止状態となる｡バス及び高速道路等交通網

では渋滞により運行停止状態､一部トンネルで立ち往生となる｡避難車両

と消防･救助車で渋滞に拍車がかかる。 
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② 現状の院内リソース 

 

（１） 建物 

当院は免震構造である 

(通所リハビリ建屋を除く) 

 

（２） 非常用発電機 

管理責任者:資材課施設係･●●●● 

緊急連絡先:電気管理技術者 ●●●●    

課 題:非常用発電機建屋が免震層上ではないため建屋の倒壊の可能性がある 

重油の補給が困難となる可能性がある 

 

仕 様:当院に設置されている発電機は 3 相 3 線 6600V･2500KVA 仕様の大型ガスタービン型  

発電機が設置されている｡地下タンクに A重油が 80000L常備され､2000kwの負荷で 72時間の電気 

供給が可能｡地下タンクの給油口の規格は 65A､口径 2.5インチ､外ネジタイプ、燃料タンクまでの

必要なホース長は 5ｍである｡2019 年に 1 相 3 線 104KVA 仕様のディーゼル型発電機が 4 階第 2 手

術室用として増設された｡発電機の電気供給可能時間は 2500KVA の発電機と同等の 72 時間供給が

可能｡九州電力からの電気は本線と予備線の 2 線で当院に供給されているが､何らかの原因により

本線･予備線､両方の電気の供給が停止した時に起動し､赤コンセント､下記の主要供給部門に電気

を供給するものである｡(起動時間は約 1分) 

 

よって基本的には九州電力の電気の供給が停止し､約 1分後に自動的に起動する｡ 

故障が防災センターに遠隔でエラーが表示される｡電気管理技術者が月 1回の点検と年 2回の実負

荷【最大 75％】試験を行っている。 

 

≪主な非常用電源供給先≫ 

･各赤コンセント 

･救急外来部 

･ICU 

･透析センター 

･NICU 

･分娩室､陣痛室 

･レントゲン 2番･3番室 

･CT:6番室､操作室 

･MRI:8番室､操作室 

･CAG:4番室 

･OPE:1～10 号室(8、9号室は非常用不通で空調不可) 

･4階 OPE室 41～43号室 

上記は照明+空調+換気+医療機器への供給が可能 

 

･エレベーター3､10､12,13､14号機 

･小荷物 2号機(3階 OP⇔2階病理検査室) 

･消防設備 

･気送管設備 

･中央監視設備 

･入退館設備 

 

 



 

 9 

その他は共有部のエントランスや廊下等の照明に非常用電源が供給される｡また､災害対策本部 

設置が予想される。4階講堂は照明と空調まで使用可能。 

 

 

（３） 医療ガス 

管理責任者:資材課施設係 

緊急連絡先:●●●● 

 

 

･酸素  

液体酸素タンクは建物西側院外の小児科外来の脇に設置している｡液体酸素は 1週間に 1回､8730L

のタンクに 7200Lの液体酸素を納入している｡ 

当院では液体酸素の一日使用量が平日で 500～600L であり､タンクに満タンであれば 14 日程度の

備蓄となる｡実際には発災当時にタンク内に何 L の液体酸素が残っているかを確認する必要があ

る｡ 

液体酸素を全く使えない場合､予備酸素として液体酸素わきの 1階マニホールド室内に 7000Lボン

ベを 16本設置してある｡液体酸素 1Lは気化させると約 800Lの酸素となる｡よって予備酸素は液体

酸素に換算すると 7000×16÷800 で 140L 分となる｡すなわち予備酸素の備蓄量は液体酸素一日使

用量の 1/4程度であり､約 6時間で枯渇する｡ 

液体酸素を全く使えない事態となった場合は早急に酸素の使用を制限し､予備酸素ボンベを追加

手配して供給継続する必要がある。 

 

･圧縮空気  

地下マニホールド室にスクロールコンプレッサーが 2 台設置され､1530L の空気タンクも 2基設置

されている｡コンプレッサーは 1台ずつの交互運転をしている｡ 

 

･吸引  

地下マニホールド室に吸引ポンプが 4台設置され､1000Lの吸引タンクも 2基設置されている｡吸引

ポンプは 2台ずつの交互運転をしている｡ 

 

･窒素  

液体酸素わきの 1階マニホールド室内に窒素ボンベ 8本が設置されている｡ 

 

･酸素､二酸化炭素各ボンベ  

地下マニホールド室内に在庫を置いている｡ 

通常時の在庫本数 

酸素 0.5㎥：50本 0.2㎥：1本 1.5㎥：5本 

二酸化炭素 2.2kg：8本 6.6kg：4本  

 

（４） 上水 

管理責任者:資材課施設係･●●●● 

緊急連絡先:●●●● 

●●●● 

課 題:貯水槽の水だけでは 1日分も補うことができない｡ 

仕 様:1日平均使用量平日：300m3 平均使用量休日 240m3  

貯水槽は建物西側､通所リハビリ棟の南側に設置している｡ 

通常は井水で 9割を補っている｡市水を使用しているのは 1割のみである｡ 

           よって市水が止まっても対応は可能｡井水が使えない場合は市水10割への切り替えが    
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必要となる｡また､貯水槽には 218m3を貯水している｡ 

 

上水道の供給が停止した場合､必要なら各階の上水道のバルブを閉め供給を停止する｡受水槽  

に水が有るため､すぐに水は止まらない｡その為､受水槽に水が流入しているかどうかの確認が必

要となる｡ 

ポンプによる汲み上げを中止して上層階(5～10階)､下層階(B1階～4階)のいずれかの使用制限  

を行う事が出来る｡通所リハビリ棟内の揚水ポンプ 4台により汲み上げが行われている｡ 

 

災害時における応急給水協力に関する協定を平成 27年 11月 17日付で締結している｡ 

給水車が病院に水を供給する場合に､受水槽へ水を汲み上げるための揚水ポンプを防災倉庫に 

保管している｡ 

 

（５） 下水 

管理責任者:資材課施設係･●●●● 

緊急連絡先:●●●● 

 

非常用排水槽：約 450m3 

汚水槽 No.1：約 8m3 

汚水槽 No.2：約 8m3 

透析用排水槽：約 36m3の処理が可能 

厨房用排水槽：8㎥ 

雨水槽：1750m3 

雨水槽(雨水ポンプ)、透析用排水槽、厨房用排水槽、汚水槽 2 か所が非常用電源に接続されてい

る。 

地下スロープマンホール、透析排水槽、汚水槽 No.1が非常用排水槽に繋がっている。 

 

仕 様: 

一般下水の多くは排水槽を経由せず、公共下水管（東側最終升と西側最終升）に 2 か所に流され

ている。 

地下免震階に、2基の汚水槽（約 8㎥）が設置してあり、ここに溜め込むことが出来る。汚水槽か

らはポンプで揚げて公共下水管まで送っている。 

非常用排水槽が駐車場地下に 450㎥(容量 600㎥:有効 450㎥)設けられており､汚水槽 No.1からポ

ンプアップして汚水を移動させることが可能である。汚水槽 No.2は非常用排水槽へ接続されてい

ない。 

また最下層には雨水槽 1750m3(容量 2300㎥有効 1750㎥)がある。 

 

公共下水道管は東側、西側の 2 箇所にあり、使用できなくなった貯留可能な排水管系統は地下駐

車場床部設置の非常用排水槽系統に切り替える。 

 

① 西側と東側の両方の公共下水管が使用できなくなった場合 

1日約 300㎥の水の使用量があることから同等の排水量があると考えられる。2つの公共下水管

が両方とも使用できない場合、通常通り使用していれば約 1.5 日程で非常用排水槽（450 m3）

は満杯になる。このため病院全体で節水を実施する必要がある。透析を止めれば、最大で 36㎥

を節水できる可能性あり。 

非常用排水槽の残量を示すモニターはなく、地下駐車場設置の非常用排水槽マンホールを開け、

目視確認が必要である。満杯となる前にバキューム車を手配して吸引する措置も考慮しなけれ

ばならない。 

② 西側の公共下水管のみが使用できなくなった場合 
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透析排水槽は西側から排水されるため、非常用排水槽にポンプアップして流す事になる。院内

排水は大別すると、①直接西側下水管放流②直接東側下水管放流③汚水槽経由の東側下水管放

流④透析排水槽経由の西側下水管放流⑤厨房排排水槽経由の西側下水管放流となっており、東

西下水管は雨水下水の合流式である。このうち、汚水槽 No.1 と透析排水槽が非常用排水槽へ排

水切替が可能。そのため、透析は 10日ほど維持できると思われる。 

③ 東側の公共下水管のみが使用できなくなった場合 

透析排水槽は西側から排水されるため、透析は特に問題はない。 

平時は 2つの汚水槽は東側から排水されている。No.1（中央 EVホールトイレ係）は非常用排水

槽にポンプアップして流すことになる。No.2（検査室/解剖室/内視鏡室系）は非常用排水槽に

接続していないため、8㎥は溜めこむ事になる。 

下水管破断箇所が東側西側のどちらかかつ、病院近辺の場合は破断側の直接排水系統は継続使

用が困難となることが予測される。この場合は、病院より上流側の一般家庭からの排水も破断

箇所よりあふれ続けるため、免震階やスロープに流れる恐れがある。そのため、重要箇所には

防潮板の設置や浸水対策が必要となる。 

免震階に流れた水は雨水槽に流れ込むが、雨水放流は東側下水管に繋がっており、汲み上げ排

出した水がまた免震階へ戻ってくる。しかしながら、免震階の設備機器の水没を防ぐためには

継続的に排出する必要がある。 

浸水対策として止水板を整備。(非常用発電機建屋用：2,010mm×1枚、正面玄関風除室用：1,920mm

×2枚、小児科外来横風除室用：東側用 1,720mm×1枚、西側用 1,030mm×1枚、地下スロープ頂

上部：埋込型)平時は非常用発電機建屋内に格納。電子カルテの災害用ページに止水板保管場所

及び設置場所、設置手順、設置手順動画を掲載している。 

 

（６） 都市ガス 

管理責任者:資材課施設係･●●●● 

緊急連絡先:●●●● 

課 題:都市ガスが停止した場合､お湯と中央材料業務の滅菌作業が不可能となる｡ 

仕 様:都市ガスはガス給湯器と蒸気ボイラー、厨房のガス使用機器で使用されている｡ 

 

ガス配管が漏れている場合､通所リハビリ棟裏にある緊急ガス遮断装置または防災センター内に 

ある緊急ガス遮断装置にてガス供給を停止する｡ 

5階産科病棟には電気温水器が設置されている為､5階のみお湯の供給が可能｡ 

 

 

（７） エレベーター 

管理責任者:資材課施設係･●●●● 

緊急連絡先:●●●●  

仕 様:エレベーターは院内に 

･職員用 4機(EV1～4号機)【非常用電源有り(3号機)】 

･患者用 4機(EV5～8号機) 

･感染用 1機(EV10号機)【非常用電源有り】 

･救急用 1機(EV13号機)【非常用電源有り】 

･配膳用 1機(EV14号機)【非常用電源有り】 

･不潔用 1機(EV12号機)【非常用電源有り】 

･薬局用 1機(EV16号機) 

･小荷物 2号機(3階 OP⇔2階病理検査室) 

(※EV9､EV11､EV15号機は欠番) 

以上のエレベーター13機､小荷物用 2機がある｡(資料に配置図) 

地震の場合 
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地震制御になる為､エレベーターカゴは最寄りの階へ止まり 停止する｡10 秒以内に最寄りの

階へ停止できない場合､緊急停止となる｡停止後､走行可能か自動診断をし､走行可能なら自

動復旧運転となるが､震度 5以上でエレベーターが停止した場合､自動での復帰は出来なくな

る｡●●●●へ連絡し､点検を受けなければ復帰は出来ない｡ 

 

火災の場合 

火災発生時､防災センター内監視盤の連携により､走行中は避難階へ着床する｡火災管制運転

となる為､火災報知器が復旧しなければ稼働はできない｡エレベーター10号機､12号機のみ消

火活動目的で消防隊のみが使用できる｡ 

 

 

（８） エスカレーター 

管理責任者:資材課施設係･●●●● 

緊急連絡先:●●●● 

      

仕 様:エスカレーターは 1階エントランスと階外来を結ぶ上下線各 1台ずつの計 2台設置    

してある｡ 

 

エスカレーターは火災の場合､地震の場合共に使用禁止 

･異常な音がしないこと｡ 

･異常な振動がしないこと｡ 

･異常な傷がないこと｡ 

･踏段と手すりの速度があっていること｡ 

･物が挟まっていないこと｡ 

地震が収まり再稼働させる場合には､以上の日常点検後稼働させる 

 

 

（９） 電子カルテ 

管理責任者:情報システム管理室 

緊急連絡先:●●●●  

 

非常用電源に切り替わった場合､無線 LAN接続のノートパソコンは使用可能｡デスクトップ型 

パソコンは､非常用電源に接続されているものは使用可能｡ただし､周辺機器動作の可否は状況に 

より多岐にわたるため確認を要する｡ 

データは遠隔で TIS側でバックアップを取っている。 

なお、システム障害時の対応については、P13～④システム障害時の対応を参照 

 

（１０） 衛星電話 

 

衛星電話 1台 

電話番号: ●●●● 

 

災害時優先電話:電話交換室に 2回線､救急外来ホットラインに 1回線､ 

トランシーバー:25台 災害優先携帯電話 3台 

   院内の内線電話及び PHSは､電話交換機が非常用電源に接続されているため非常用電源下で使用 

可能である｡本部活動を講堂で行う際、インターネット回線断絶時を想定し衛星電話の衛星アンテ

ナにてネットワーク構築の為、4階病棟非常口～講堂までの LAN配線を整備。 
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（１１） 給食 

患者用給食は非常食 3 日分が準備されている。（献立は添付文章「業務の詳細①通常業務の継続」

の栄養管理室の項を参照） 

但し、患者給食用の非常食は 2022年度から随時個食タイプの食品に切り替えるため、今まで備蓄

していた食品と混在する。 

賞味期限別に 4～5年で入れ替えが完了するローリングストック体制を構築。 

また、常温保存可能の液体ミルク 1 箱 12 本入り（125ml/本）30 箱を備蓄している。さらに、     

職員用の食事は現在約 1,830食を確保している。 

 

●●●●との災害時における食料・物資提供協力に関する協定を●●●●と 

2017 年 4月 1日付で締結している。 

 

（１２） 医薬品 

災害時における医薬品供給協力に関する協定を●●●●と締結している｡ 

 

（１３） 災害時物品 

建物内 4階講堂側面、地下 1階、敷地内通所リハビリ棟横に災害物品倉庫を有している。 

また、各階エレベーターホールに非常用物品庫を設置。エアーストレッチャー、簡易トイレセッ

ト、ランタン、レスキューボード、紙の診療録、各種検査伝票、処方箋を収納。 

また 1 階エレベーターホール非常用物品庫には 1～500 番連番及び予備トリアージタッグを収納。

赤ブース用物品、黄ブース用物品、外来指揮所用(仮災対本部)、トリアージ及び搬送班用のキャ

リーケース 4個を ER 内の器材庫に収納、緑ブース用物品は通所リハビリ棟横の災害物品倉庫に収

納。電子機器類、災害対策本部用を 4 階講堂倉庫に収納。本部用物品は、各係ごとに定数表示の

上で収納。浸水対策として止水板を整備。(非常用発電機建屋用：2,010mm×1枚、正面玄関風除室

用：1,920mm×2枚、小児科外来横風除室用：東側用 1,720mm×1枚、西側用 1,030mm×1枚、地下

スロープ頂上部：埋込型)平時は非常用発電機建屋内に収納。電子カルテの災害用ページに止水板

保管場所及び設置場所、設置手順、設置手順動画を掲載している。 

 

③ インフラ故障に関する連絡先 

 

自家発電 ●●●● 

上水槽 ●●●● 

市水､井戸水 ●●●● 

●●●● 

下水 ●●●● 

都市ガス ●●●● 

医療ガス(液体酸素タンク配管) ●●●● 

酸素ボンベ ●●●● 

医薬品 ●●●● 

●●●● 

●●●● 

●●●● 

●●●● 

医療材料 ●●●● 

エレベーター ●●●● 
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④ システム障害時の対応 

システム障害区分 

（１） 障害区分 

システムダウンはその障害部位により、以下の４通りに分類される。 

① サーバダウン 

② 部門システムダウン 

③ ネットワークシステムダウン 

④ 端末ダウン（瞬断、停電など） 

 

（２） トラブルレベルの規定 

a) システムダウンレベル 

システムダウンレベルは、事象・障害範囲・復旧所要時間の３要素を次の表に当てはめて 

３要素のうち最も低いレベルを適用する。 

 

 

 

 

 事

象

が

『

レ

ベ

ル

４

：

電

カル機能停止』、障害範囲が『レベル２：一部のフロア』、復旧所要時間が『レベル２： 

30 分以内の復旧見込み』であれば【レベル２】と判定する。 

 事象が『電子カルテシステムの機能停止』、障害範囲が『全館』、復旧所要時間が『復

旧に 60分以上を要する見込み』の場合のみ、【レベル４】と判定する。 

 

ｂ) 対策本部の設置と対策会議の招集 

（1） 情報システム管理室担当者による障害発生確認後、システムダウンレベル

が【レベル４】と判断された場合は『対策本部』を設置し、障害状況把握・

診療対応判断及び決定、院内運用の指揮統率を行う。 

（2） 対策本部の構成は、病院長・副院長・看護部長・事務部とする。 

（3） 対策本部長は病院長または副院長とし、不在時はその時点での上級者が本

部長となる。対策本部は医事課に設置する。 

（4） 対策本部は、各部署リーダー、及び運用管理者、情報セキュリティ管理責

任者、情報システム管理者、電子カルテ運用委員会で構成される『対策会議』

を、情報システム室担当者による障害発生確認後、１時間以内に招集する。 

（5） 対策本部の役割は、次のとおりとする。 

 

 

  障害状況と院内運用状況の集約 

  通常診療の継続・中止の判断/決定 

  外部機関への連絡の判断/決定 

 事 象 障害範囲 復旧所要時間 
レベル１ 端末が起動しな

い、又は特定のア

プリ操作不能 

特定の端末 

 

10分以内に復旧見込み 

 

レベル２ 医事システム。画

像管理、臨床検査、

調剤支援システム

等の機能停止 

一部のエリア 30分以内に   〃 

 

レベル３ 同上 複数のエリア 60分以内に   〃 

レベル４ 電子カルテシステ

ムの機能停止 

全館 復旧に 60 分以上を要する

見込み 
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  医療費請求（後日支払い）の判断/決定 

  本規程に取り決めのない事態に対する判断/決定 

  緊急用 IDの管理手続＞で定める非常用 ID/機能の利用有無の判断、決定 

 

（6） 対策会議は主に運用に関する現状報告と対策の検討・部門間の情報共有・

対策本部への情報提供を行う。 

 

 

ｃ)  復旧後の対応 

 

（1） 院内放送により各部署及び患者へ復旧の連絡を行う。 

（2） 対策会議を招集している場合、情報システム管理者はシステムダウンの原因と対応

についてその時点で判明している内容に基づき、対策会議メンバーへ報告する。 

（3） 各部署では電子カルテの後追い入力など、復旧後の対処を行う。 

（4） 情報システム管理者は引き続きシステムダウンの原因を調査・分析し、再発防止策

を講じて電子カルテ運用委員会へ報告、委員会は再発防止策について協議の上決定す

る。 

（5） 情報システム管理者は決定された再発防止策を施し、電子カルテ運用委員会に報告

する。 

 

ｄ) 院内放送（情報提供）のルール 

 

（1）障害発生第一報（業務連絡） 

（2）経過連絡（患者向け連絡） 

（3）対策本部の設置（業務連絡） 

（4）対策会議の招集（業務連絡） 

（5）システム復旧連絡（業務連絡・患者向け連絡） 

 

e) 外部機関への連絡 

 

対策本部の決定に基づき、次の院外関係機関へ連絡を行う。 

・消防署 

・保健所 

・市健康保険部 

・近隣医療機関 

 

 

（３） システムトラブル時の連絡先 

 

情報システム管理室  職員 

●●●● ●●●● 

●●●● ●●●● 

●●●● ●●●● 
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●●●● 

 
●●●● 

●●●● 

 
●●●● 

●●●● 

 
●●●● 

●●●● 

 
●●●● 

●●●● 

 
●●●● 

●●●● 

 
●●●● 

●●●● 

 
●●●● 

●●●● 

 
●●●● 
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 18 

医事当直者

、 、夕夜診 時間外 当直帯

SSIへ対応依頼 薬剤部 放射線科 検査科

医事当直者

当直師長

情報システム管理室
問題対応

薬剤部 放射線科 検査科 看護部

各病棟

各病棟

情報システム管理室
問題解決

動作確認完了

不具合解消の連絡

情報システム管理室
拘束担当者携帯へ連絡

、障害規模 影響範囲を
考慮し連絡が必要な部

署を判断する

救急外来

救急外来

不具合発見者

２ 、 、※ 　なお 障害が当直帯から日勤帯にいたっても解決できない場合は 
、 、 、 、 、 、 、その旨 情報システム管理室より 薬剤部 放射線科 検査科 看護部 医局 医事課

、 １ 。その他関連部門へ連絡を行うとともに 患者様へ全館放送※ にて通知を行う 

（ ）不具合発生の連絡 部門システムを有する部署等 

当直医師

当直医師

 

医事当直 ●●●● 
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3． 事業継続に向けた基本方針 

 

3.1 災害レベルと基本戦略 

 
① 災害レベルの設定 

 

災害レベル 1:救急部での対応能力を超え災害対策本部の設置を要するもの 

例)短時間に概ね 8～20名程度の搬入が見込まれる交通事故や災害等 

近隣地域事故:バス交通事故､催し会場事故等 

 

災害レベル 2:多くの関連職員の対応を要するもの 

例)概ね 21～40 名程度の搬入が見込まれる大規模事故や災害等 

近隣地域大事故:列車事故､航空機事故､ガス爆発等 

 

災害レベル 3:全職員で長期にわたる対応を要するもの 

例)長期間にわたり大多数傷病者の対応を要する地域直下型地震等 

特にレベル 3の場合､当院の被害状況により次の 3段階に分ける｡ 

 

3A:当院被害なし 概ね通常の診療が可能 

3B:当院被害あり 部分的に診療は可能 

3C:当院甚大な被害 診療不能(避難体制) 

 

  

患者数 持続時間 例 

レベル 1 8～20名 短い 

バス事故 

催し会場事故 

レベル 2 21～40名 短い 

列車事故 

航空機事故 

ガス爆発 

レベル 3 41名～ 長い 

洪水 

大地震 

 

火災や停電などにより､患者数は少ないが当院のインフラに被害がある場合は 3Bとして災害対策本部を

設置する｡ 
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② 災害レベルに応じた対応要領 

  

災害レベル1  

通常のER診療を拡張 

外来と予定手術を一部制限  

災害レベル2  

通常のER診療では対応が不可能  

通常外来と予定手術は中止 

院内トリアージを行う 

災害カルテを使用 

災害レベル3  

全職員で長期間にわたる対応を要する 

通常外来と予定手術は中止 

院内トリアージを行う 

災害カルテを使用 

 

 

3.2 職員の参集ルール 

 

(1)日勤帯:必要に応じて部門毎に連絡､招集を行う  

(2)夜間･休日:必要に応じて各部門にて緊急連絡網にて行う 

   当院の近隣地区※の震度を参考に以下のように規定する｡ 

  

震度5強まで:指定職員※※と情報交換して､当直者･呼出者で対応  

震度6弱以上:本人及び家族等の安全を確認後､原則的に全員集合  

(それ以外でも非常招集が発令された時は直ちに参集とする)  

   また､上記以外も停電時や水害時､また電子カルテのシステムダウンが長期に及ぶと予想される 

状況時等の緊急時においては､コミュニケーションツール『 ●●●● 』を用いて収集する為、職員に

コミュニケーションツール『 ●●●● 』への登録を義務付ける 

    

※｢当院の近隣地区｣:福岡市､春日市､大野城市､那珂川市､太宰府市､筑紫野市など 

 

※※｢指定職員｣:病院幹部4役を指定する 

各部門責任者(薬剤部･放射線科･臨床検査科･臨床工学科･栄養管理室･リハビリ科等) 

 

参集後のルール 

･職員管理部として 2名以上の担当者が集まり次第､アクションカードに沿って登院登録作業を開始 

する 

･非常参集した職員は､講堂 3に集合して登院登録を行う｡ 

･登院登録を済ませた職員は職員管理部担当者の指示に従う 

 

3.3 災害時の本部体制と役割 

災害時に事業継続に向けて､迅速に対応するために必要な体制を構築する｡具体的な組織体制およ

び役割名､主な役割を以下に示す｡ 
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災害対策本部組織図 
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 災害対策本部長 

災害時の病院運営における重要な意思決定※を行う｡  

 

※ 重要な決定事項の例) 

・ 患者および職員の病院からの避難の決定 

・ 外来シャットダウンの決定 

・ 特殊な治療(手術･心臓カテーテル治療･内視鏡など)を行わない決定 

・ 維持透析中止の決定 

・ 制限されたインフラ(停電･断水など) 

および制限されたリソース内(滅菌機械の故障など)での診療継続の決定 

・ 一般会計の中止 

 

 災害対策副本部長 

本部長の意思決定を補佐するために必要な情報収集と役割の割り付けを行う｡ 

 

 診療部門長 

診療に関する情報を収集し､診療に関する詳細な意思決定の責任を負う｡基本的に連絡係を介

して情報伝達を行う｡ 

 

 本部事務局長 

事務全般に関する情報収集と対処の指示を行う｡インフラ管理､職員の安全管理､職員家族の管

理も担当する｡ 

 

 

 病棟管理責任者 

空き病床管理､入院患者の移動を主な業務とする｡病棟看護を円滑に進めることを副業務とす

る｡ 

 

 在宅部門指揮所長 

本部長の意思決定を受けて､在宅介護サービスの事業継続判断及び在宅介護サービス利用者の 

安否確認の意思決定の責任を負う｡ 

   

 連絡係 

情報の受信者および発信者となり、災害対策本部長をサポートする。災害対策本部内でのトラ

ンシーバーと PHSの管理も担う。 

 

 記録係 

すべての情報を記録しまとめる。ホワイトボードを利用したクロノロ作成、パソコンを使用し

た情報発信を担う。 

 

 通信､EMIS担当者 

衛星電話の設置､EMIS からの情報収集の役割を担う｡ 

 

 広報、マスコミ対応 

災害時の写真撮影､動画撮影､災害対応の記録係､マスコミ対応を担う｡ 

 

 院内 DMAT 

DMAT との情報共有､支援 DMAT の受援､TMAT との連携を担う｡院内災害体制全般のアドバイザー
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として活動する｡ 

 

    

 

 

3.4 主な役割の分担､および本部人員不在時の代行 

 災害対策本部長 

原則的に院長､院長不在時は副院長の中から選任する｡ 

院長/副院長ともに不在時は本部人員の間で協議を行い本部長として決定する｡本部人員も決 

まっていない場合には平時の幹部の中から最も上位の者の間で協議して決定する｡ 

 

 災害対策副本部長 

副院長､DMAT 隊員､医局長､看護部幹部､事務部幹部などから災害対応に慣れている者を本部長

の   

指名で決定する｡平時に病院幹部でない者でも良い｡ 

 

 診療部門長 

経験のある医師で部長以上の者から､災害対応に慣れているものを本部長の指名で決定する｡ 

 

 本部事務局長 

事務部長､事務長､事務次長､総務課長､医事課課長の中から上位の者がなる｡ 

 

 病棟管理責任者 

看護部の中から上位の者がなる｡ 

 

 在宅部門指揮所長 

在宅介護支援センターの中から上位の者がなる｡ 

 

 連絡係、記録係、通信､EMIS担当者､広報・マスコミ対応担当者 

本部人員の協議により決定する｡ 

 

 その他 

職員管理においては､災害時シフト作成を行う｡基本的には以下の通り｡ 

元々の夜勤者は基本的に変更しない 

非常参集した次の夜勤者は､できるだけ早い段階で一度帰宅するか､院内で事前に休憩をとる 

ように調整する 

  

 

3.5 時間外および休日の仮災害対策本部 

平日日中以外には上記の災害対策本部を迅速に作成するのは困難である｡仮災害対策本部を救急外来

の中に設置し､暫定本部長が初動を担う｡当直帯は原則として ERスタッフ医師が暫定リーダーとなる｡場

合によっては当直医同士が協議して暫定リーダーを決めても良い｡ 

暫定本部長は､仮災害対策本部から災害対策本部への移行の時期を病院幹部と協議して決定する｡ 
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3.6 災害対策本部の設置場所 

① 平日日中 :4階講堂 1･2に設置する｡ 

理由:4階講堂 1･2を災害対策本部とするのは､衛星電話による外部との連絡体制構築やインター 

ネットによる EMIS接続を行う目的で､2020年にインターネット回線､院内 PHSなどの情報通信 

機器の安定工事を実施、電話回線も増線済である｡設置場所として 4階講堂以外には 

看護部ミーティングルーム､4階手術室が候補となる｡ 

 

本部活動を講堂で行う際、インターネット回線断絶時を想定し衛星電話の衛星アンテナにて 

ネットワーク構築の為、4階病棟非常口～講堂までの LAN配線を整備 

講堂 3に電話回線・FAX回線(2本)を移設、衛星電話用回線(1本)を設置。 
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講堂において院内監視カメラを視聴できるよう遠隔監視用 LANを整備。 

 

② 時間外､休日:救急外来(ER)内に仮災害対策本部を設置する｡ 

理由:時間外､休日は院内で働いている職員が少なく､本部活動と医療行為を同時に行う事が求めら

れる｡また消防署と連携をとり新たな救急搬入に対応する必要がある｡ 

 

代替案:予定される代替案は無いが､建物被害の状況に応じて臨機応変に対応して良い｡ 

 

③ 火災時は上層階に被害が拡大していく事が想定されるため､防災センター内に災害対策本部を設置

する｡状況に応じて救急外来(ER)内に仮災害対策本部を設置しても良い｡ 

 

 

3.7 相互救援協定 

●●●●病院との相互救援協定 

･地震､風水害及びその他大規模広域災害の発生時における入院患者治療継続､人材派遣及び医薬品等物

資提供等の相互協力について令和 2年 7月 28日に協定を締結している 

 

 

4． 業務内容の時系列 

4.1 定義 

 当院の BCPにおいては､業務内容を以下の様に分類し整理した｡ 

 

① 通常業務の継続 

既存部署は継続業務を想定し対応策を記述｡ 

第 2版では､特定の必要ライフライン(電力､上下水道､医療ガス)の供給状態を想定して 

各部署特性に応じた内容を記述した｡ 

 

② 通常業務の復旧 

既設部署の通常業務を再開するにあたり､最低限必要な人員とインフラ､必要な物品を中心に詳

細を記す｡ 

 

③ 災害時応急対策業務 

災害発生により新たに発生する応急的な対策業務｡ 

外来でのトリアージ､ゾーンを分けた診療体制構築など一般的な災害対策マニュアルの業務内

容に準じている｡これらを新設部署の応急対策業務として記す｡ 

また既設部署の中には､通常業務とは大きく異なる対応を強いられる部署が発生する｡第 1 版で

は特に病棟､外来化学療法室､栄養管理室に新たに発生する業務を応急対策業務として記す｡ 

 

④ インフラ復旧業務 

災害において破綻した病院機能を復旧するために必要な業務の詳細を記す｡ 

特に第一版では､インフラ設備､資材の流通を回復するにあたり必要な復旧業務を中心に据え

た｡ 
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※業務内容の時系列についての Excelファイルは添付資料としても別に掲載する｡ 

 

 

4.2 通常業務の時系列 

4.3 災害時応急対策業務の時系列 

4.4 インフラ復旧業務の時系列 

 

通常業務､災害時応急対策業務､インフラ復旧業務の順に時系列を添付資料に掲載する｡ 

5． 業務の詳細 

 

各部署の業務の詳細については主に添付文書に掲載する 

 

5.1 通常業務の継続 

発災時､通常業務を停止できない部署として以下を挙げた｡ 

 

情報システム管理室､施設係､医事課､栄養管理室､電話交換室､医局秘書､医療補助課、 

病棟､血管造影室､手術室､総合外来､透析室､内視鏡室､放射線科､訪問介護､薬剤部､臨床検査科､臨床工学

科､リハビリテーション科 

包括支援センター､定期巡回ぴーす､居宅支援事業所 

ひまわり保育園､臨床試験センター 

 

これらの部署毎に通常業務の継続に関する詳細を添付文書に掲載する｡ 

以下､業務の詳細の補足事項を記載する｡ 

 

 

【検体検査】 

無停電装置稼働時に必須な 200V 非常用電源を設置 
1. 停電時に対応出来ない検査 

1.1 検体検査 

1.1.1  非常用電源稼働時の不可項目 

TSH、FT3、FT4、TRAb、ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ、腫瘍マーカー(AFP、CA125、PSA)、血中薬物濃度、HBs抗原、HBc



 

 27 

抗体、HIV抗原抗体、β-HCG、N-GAL、PCT 

 

1.1.2 非常用電源不可の場合  尿定性のみ可能  以外は不可  

1.1.3 水道供給不可の場合(電源OKの時) 

不可項目：生化学検査、TSH、FT3、FT4、TRAb、ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ 以外は検査可能  

1.2 生理検査 

 非常用電源使用可能時：検査可能  

 

2. 検査時の上水所要  

1検体16項目として12リットル必要｡通常は1日数百検体の検査を実施しており､数トンの上水を使用 

している｡ 

  

【放射線科】 

非常用電源による稼働 

1. 一般撮影室2部屋(4番･5番)64列CT(6番)(再起動に約30分要す) 

1.5テスラMRI●●●●(8番)(再起動に約10分要す)  

2. 撮影は緊急度合いにより制限する｡ 

3. 撮影オーダーは紙運用(伝票①予備室) 

4. 画像の確認は放射線科のモニターで行う｡(電子カルテ上の閲覧･PACS使用不可) 

5. 病棟ポータブルは通常通り 

6. 撮影中に停電が起きた場合､画像保存がなされていない可能性があるので通電後に要確認 

 

 

5.2 通常業務の復旧 

発災時､一度は業務を中止することができると考えられる部署として､以下を挙げた｡ 

 

図書室､経理係､車両係､庶務係､人事係､地域広報室､診療情報管理室､医療連携室､患者サポート室､医療

安全管理室､褥瘡管理室､感染管理室､医療補助課､QIセンター､臨床研修管理室 

外来化学療法室､健康管理センター､通所リハビリテーション､介護保険課､看護部長室 

 

これらの部署については､通常業務の復旧に関する詳細を添付文書に掲載する｡ 

 

5.3 応急対策業務 

当院の BCPには新設部署として以下の部署を挙げた｡ 

災害対策本部､外来指揮所､トリアージ､赤エリア､黄エリア､緑エリア､患者数把握係､簡易会計､簡易薬局､

搬送班､誘導班 

 

また全く新しい業務が発生する既設部署として 

病棟(入院患者の避難)､外来化学療法室(化学療法の緊急停止)､栄養管理室(非常食配布)を挙げた｡ 

 

これらの部署については､応急対策業務の詳細を添付文書に掲載する｡ 

また以下に BCP 本文(本書)には､災害対策本部､防災センター､外来の応急対策業務について詳細の補足

を記載する｡ 

 

5.4 災害対策本部における応急対策業務(詳細の補足) 

 

 災害レベルの宣言 

発災 10分以内を目標に､(仮)災害対策本部長が災害レベルの宣言を行う｡ 
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災害レベルに応じて院内同時に災害対応を開始する｡ 

 

 館内放送の指示 

災害対策本部長の指示のもと館内放送を実施する｡ 

 

館内放送の内容の例: 

｢さきほど大きな地震が発生しました｡災害レベル 3を宣言します｣ 

｢患者様､付き添いの方にお知らせします｡当院は免震構造です｡落ち着いて職員の指示に従ってくだ

さい｡｣ 

 

｢職員にお知らせします｡4階講堂に災害対策本部を設置します｡｣ 

｢部署ごとにアクションカードに従って安全の確認を行い､被災状況報告書を 4階講堂の災害対策 

本部に提出してください｡｣ 

｢また一般外来は中止して下さい｡｣ 

 

 

 本部の必要物品を収集 

本部アクションカードを参考に､必要な物品を集める｡ 

 

必要物品の例: 

アクションカード､ホワイトボード､ライティングシート､ホワイトボード用のペン､机･椅子 

トランシーバー､衛星電話､テレビ 

使用できる PHS(リハビリ職員､病棟薬剤師より集める) 

パソコン､電子カルテ､プロジェクター､大型モニター､FAX､プリンター 

懐中電灯､ヘッドライト､ヘルメット､地図､各種ポスター(組織図など)パーテーション 

 

 経過記録(クロノロ)作成の開始 

災害対策本部を設置し次第､できるだけ早い段階でクロノロの作成を開始する｡ 

時系列で起きたことを記録し､参集した職員が院内の状況を把握するために使用する｡ 

災害対応を後日検証するためにも重要である｡ 

 

 

 被災状況の情報収集 

情報収集を開始してホワイトボードにまとめる｡ 

･病院の損傷 

外壁､屋内の屋根･壁･扉の損壊の有無 

壁の損壊が酷く崩壊の恐れがあれば､本部長の判断で早急に職員および歩ける患者の屋外避難への 

指示を出す｡ 

電気､水道(上水､下水)､酸素､都市ガスの確認 

 

･怪我人 

被災状況報告書を手掛かりに､職員･患者の怪我人の有無を確認する｡ 

地震により病状が悪化した入院患者の有無を確認する｡ 

 

･情報伝達 

院内 PHS､携帯電話､固定電話､テレビ､インターネット､トランシーバーの状況確認 
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･システム 

電子カルテ､画像検査､検査オーダー機能､薬剤処方機能などが動いているか 

PACS､GOODNETなど画像表示機能が正常に働いているか 

 

･病床管理 

空き病床の確認､退院可能な患者のピックアップ 

 

･実施中の手術､(心臓･脳･腹部)アンギオ､内視鏡､透析などの状況確認 

状況を確認したうえで可能な限りの中止を指示｡ 

 

 通常業務のうち中止すべき業務を指示し対応する｡外来患者は帰宅を促す｡ 

【中止すべき業務の例】 

･一般外来の中止 

･侵襲的な検査及び予定手術の延期 

･化学療法の中止 

･透析の中止 

 

インフラによる業務の制限は以下の通り 

 

 

 緊急アセスメントの実施 

発災から 2時間以内に緊急アセスメントを実施する｡ 

 

緊急アセスメントの内容: 

・緊急全避難 

 入院患者全員の避難、DMATの支援は必須 

 最悪の場合、職員のみの避難も決断 

・籠城（一部避難） 

 インフラの状況に応じて節電、節水、補給要請。救急車、Walk-inの受け入れを止めるか決める。 

・通常運用 

 手術、心カテ、アンギオ、内視鏡が可能か判断。 

 インフラの状況に応じて節電、節水、補給要請。 

・病床拡張 

大規模災害においては、他の病院が機能停止しやすい。 

そのため災害拠点病院は病床拡張して全応需の選択を取らざるを得ないことが多い。 

4階に増設病棟、ICU増床、それでも満床になりやすいため後方搬送の決断が必要。 

 インフラの状況に応じて節電、節水、補給要請。 

 

医療ガス 電気 水道

救急

一般外来 × × ×

手術 1～7、10号室のみ使用可

カテ 4号室のみ使用可

検査 緊急のみ 検体検査以外対応可

透析 ×

分娩

食事 非常食提供 非常食提供
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 EMIS(Emergency Medical Information System:広域災害救急医療情報システム)への入力 

本院の被害状況等に関する院内情報を迅速に収集し､EMISに登録する｡ 

(病院のインフラに関する事項は可及的速やかに緊急時入力に入力する) 

 

EMIS のアドレス ●●●● 

GMIS ID ●●●● 

GMIS パスワード ●●●● 

入力担当者 
入力担当者①:医事課職員 

入力担当者②:院内 DMAT 

 

 火災発生時における応急対策業務(詳細の補足) 

 

行動原則 

･本部活動よりも患者避難を優先 

･初期消火と水平避難は指示を待たずに行う 

･発災時の上級管理者(できれば院長)が消防および防災センターと相談の上､避難 A～Dの決断を行う 

･同時に防災センターに災害対策本部を設置する 

･災害対策本部では地震と同様に本部活動を行う 

 

避難 A:水平移動 

避難 B:発災階から直上階までの患者を下層階へ避難 

避難 C:発災階より上層階の患者全員を下層階へ 

避難 D:全患者を 1階へ避難後､駐車場へ移動 

 

 

5.5 防災センターにおける応急対策業務(詳細の補足) 

 指揮連絡系統  

1.1 昼間(6:00～22:00)  

1.1.1 統括責任者､設備責任者にて各設備員へ具体的指示  

1.1.2 統括責任者､設備責任者にてサポート部門､協力会社へ連絡及び必要に応じて応援要請を

行う｡ 

1.2 夜間(22:00～翌6:00)  

1.2.1 医事課当直者にて火災発生マニュアル(職員用ポケットガイド P89)に従い一次対応を 

行う｡  

1.2.2 火災警報の移報により20分以内に設備員が駆け付ける｡  

1.2.3 統括責任者､設備責任者にてサポート部門､協力会社へ連絡及び必要に応じて応援要請を

行う｡  

 

 火災時の具体的行動  

2.1 監視盤にて火災現場の特定、医事課へ応援要請 

2.2 連動設備(スプリンクラー､防火戸､排煙装置等)が正常起動しているか確認､起動しなければ､
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現場急行の上､手動で起動 

2.3 パニックオープン(集中施解錠システム)が連動で働いているか確認､解錠されてなければ､PC

操作にて全解錠  

2.4 5F屋上に設置してある蒸気ボイラーに延焼の可能性があると判断された場合､ボイラー停止､

ブレーカー遮断 

2.5 ガス爆発の危険性があると判断した場合は､防災センター内のガス緊急遮断弁にて遮断 

2.6 その他設備異常の対応 

 
 

 地震時の具体的行動  
3.1 電気の供給が止まっていないか確認(引込柱が倒壊していないか､非常用発電機が起動した場

合は､正常運転されているかの確認)  

3.2 設備機器の損壊状況の把握､損壊していて危険と判断した場合は､機器を停止する  

3.3 エレベーターの閉じ込めが発生していないか確認(閉じ込めが発生している場合は､●●●●

に連絡､対応依頼) 

3.4 ガス漏れが発生していないか確認(同時に火災も発生し､危険であると判断した場合は､防災

センター内のガス緊急遮断弁にて遮断  

3.5 5F屋上設置の蒸気ボイラーの感震装置が働いて停止しているか確認(停止してなく､危険と判

断した場合､ボイラー停止､ブレーカー断)  

3.6 その他設備異常の対応  

  

 

 水害時の具体的行動  
4.1 屋外の状況に応じ､地下駐車場スロープ入口の防水板を作動(手動)する  

4.2 屋外の状況に応じ止水板の設置。(内容として非常用発電機建屋用：2,010mm×1枚、正面玄関

風除室用：1,920mm×2枚、小児科外来横風除室用：東側用1,720mm×1枚、西側用1,030mm×1

枚、地下スロープ頂上部：埋込型)平時は非常用発電機建屋内に保管。参考に電子カルテの災

害用ページに止水板保管場所及び設置場所、設置手順、設置手順動画を掲載している。 

4.3 建物周辺の水位が上がってきている場合は､建物内に水が浸入しないよう､外部ドア等の周り

を土嚢で塞ぐ  

4.4 免震層下にある雨水排水槽のポンプが正常起動しているか確認､自動で動いていない場合は､

免震層内制御盤にて手動で起動､運転｡  

4.5 その他設備異常の対応 

 

5.6 外来における応急対策業務(詳細の補足) 

 

災害レベルに応じた対応 

･災害レベル1では通常のER診療を拡張し､外来と予定手術を一部制限する｡  

･災害レベル2,3 

① 通常外来は閉鎖し､定期受診の患者は帰宅させる｡ 

② 速やかにトリアージポストの作成､災害カルテの準備､案内板の設置を行う｡ 

③ ER内に簡易ベッドを配置し､赤･黄色患者はERで診療を行う｡ 

④ 外科系外来に緑ブースを設置し､緑患者は外科系外来で診療を行う｡ 

 

災害レベル 2,3における診療の仕方 

（１） 外来指揮所 

  外来の医師･看護師の配置マネージメント､外来ブース間のエリア調整､搬送班の配置 

  外来の必要物品の割り振り､外来の物品調達依頼､入院予定患者の本部との調整 
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  手術･透析･血管造影などの調整､転院調整などを担う｡ 

 

平日日中:救急外来(ER)に外来指揮所を設置する｡ 

時間外､休日:救急外来(ER)内に仮災害対策本部を設置する｡ 

仮災害対策本部が外来指揮所の業務を兼ねる｡ 

 

（２） 外来エリアのゾーニング設定､各エリアの必要物品の配置､誘導用の掲示板設置､ 

トリアージブース､赤ブース､黄色ブース､緑ブース､簡易会計､簡易薬局を設置する｡ 

アクションカードを参考に必要物品と人員の配置を行う｡ 

救急車で来院した患者は救急車搬入口でトリアージを行い､各ブースに移動を行う｡ 

 

（３） 外来エリアのゾーニング設定、各エリアの必要物品の配置､誘導用の掲示板設置､ 

トリアージブース､赤ブース､黄色ブース､緑ブース､簡易会計､簡易薬局を設置する｡ 

アクションカードを参考に必要物品と人員の配置を行う｡ 

救急車で来院した患者も正面玄関から搬入させ､トリアージ後に各ブースに移動 

ブース設置時に ER内の ECU入院患者を観察室へ移動させる 

※ 設置場所 ※ 赤ブース:ER内救急搬入口側 黄ブース:ECU 緑ブース:1階外科系外来 

        黒ブース:(別棟)通所リハビリ  
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紙カルテ

簡易会計

簡易薬局

トリアージタグ台紙
（次回の仮診察券）

帰宅

検査部署

災対本部

医事課
紙カルテ

トリアージタグ2枚目

検査伝票2枚目

内服処方箋2、3枚目

内服処方箋
（1～3枚目）

トリアージタグ
2枚目、台紙

薬局

トリアージタグ
1枚目

部署に保管 患者さんのそば

検査伝票
1枚目（検査科控え）

内服処方箋
1枚目（薬局控え）

検査伝票
2枚目（カルテ控え）

検査伝票

紙カルテ

検査伝票
2枚目（カルテ控え）

検査部署

内服処方箋薬局

部署に保管 患者さんのそば

注射箋

注射処方箋

2枚目（医事課控え）

3枚目（病棟控え）

注射は実施者がサイン

後でまとめて回収

検査伝票

検査伝票
1枚目（検査科控え）

内服処方箋
注射処方箋
1枚目（薬局控え）
※薬局に保管

薬だけ上げる

青文字で書かれている部位はできるだけ記載する
（太枠で囲っている部位）

R5 11 19 10 50〇
56

鈴木 太郎
スズキ タロウ

41 〇S57年2月26日

春日市●●123-45
816-●●●●

080-1234-●●●●
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56

✓

11/19 23 13 S) 22時の地震の後に、前胸部が締め付けられるように痛くなった。
左腕に放散する。冷や汗があった。

O) 意識清明 顔色良好
心雑音なし、呼吸音に異常なし
頸静脈怒張なし 下腿浮腫なし

採血︓心筋逸脱酵素上昇なし
胸部レントゲン︓異常所見なし

A/P) 心因性︖ 自宅で様子観察を指示 外科 山田

スズキ タロウ 1

23 2011/19

✓

① ECG
② 採血
③ ラクトリンゲル 100ml/hr
④ 胸部レントゲン

/深梅 12︓15

/深梅 12︓20
/深梅 12︓25

スズキ タロウ 1

※記録と指示は別の紙に記載する

56

山田 太郎

同じ苗字がいる
事を意識してに

同じ苗字がいる
事を意識してに

午前か午後か
分かるようにに

※緑ブースでは、医師の紙カルテだけで間に合うな
ら 必ずしも使わなくても良い。

1020

✓

12/17 20 16 BP148/70 HR68 RR16 SpO2:99％ BT36.3℃

深梅

意識清明

フクトク サブロウ 1

右側頭部 約3㎝挫創あり
出血止まっている
頭痛なし
嘔気・嘔吐なし

左前腕20G ラクトリンゲル（500）100ml/hr
採血

CT, Xp

20 30

20 35

創処置20 40

気分不良なし20 45

21 02 抜針、独歩で帰宅

佐藤 太郎

深梅

午前か午後か
分かるようにに

同じ苗字がいる
事を意識してに

TK56
スズキ タロウ

S57 2 26
41 〇

〇

✓ ✓

R5 11 19

内科 佐々木

立位

堺
水田

気胸疑い✓
✓

10 24

✓ ✓ 10 22

転倒して頭部打撲、胸部打撲 右

技師が記載

パニック値報告

検査終了→ ① 技師が撮影時刻とパニック値を記載

③ 1枚目は放射線科に保管する

② 伝票を剥がして2枚目をファイルに戻す

TK56
スズキ タロウ
S57 2 26

41 〇

〇

R5 11 19

内科 佐々木

✓

1枚目を剥がして、血液の入ったスピッツと一緒に検査科へ

2枚目はカルテと一緒にファイルに保存

シールに直接名前を書いてスピッツに貼ると良い
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（４） トリアージタッグ 

トリアージタッグには、あらかじめ通し番号を振っておく｡ 

災害時は全患者にトリアージタッグを割り当てる｡ 

各ブースでトリアージタッグの 1枚目を回収し､医事課職員が来院患者リストを作成する｡ 

2枚目は外来カルテに控えとして保存 

3枚目の台紙が次回受診時の仮診察券となる｡患者が帰宅する際に持って帰る｡ 

次回受診時に枚目の番号を参考に外来カルテを取り出す｡ 

 

（５） 災害 ID 

紙カルテによる診療中はトリアージタッグにあらかじめ振られている番号が､その患者の災害

IDとなる｡ 

災害カルテや検査伝票には手書きで IDを記載する｡ 

 

（６） 紙カルテ 

個人情報の記載は､緑は医事課裏の廊下で患者本人が記載｡赤と黄は ER 内で病院スタッフが記載

する｡ 

帰宅時に医事課で回収して保管する｡ 入院する場合は入院カルテと共に保管する｡ 

 

 

 

鈴木 太郎
TK56

✓

〇57 2 26 〇 山田 虎雄
PHS 3575

R5 11 19

✓

R5 11 19

近藤 大輔

1枚目は薬局で保管
2枚目は医事課で保管、3枚目はカルテと一緒に保管

1枚目は薬局で保管
2枚目は医事課で保管、3枚目はカルテと一緒に保管

キシダ ナオト
TK1546

10北

〇 37 1 15
61 〇 山田 虎雄

ヴィーンD〇 500 40

〇

12 17 12 18 12 19 12 20 12 21

近藤 宮津 佐々木
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（７） 紙伝票 

検査を実施する際は紙伝票に記載し検査を実施する｡ 

検体検査を行ったら､｢指示受け済み｣にチェックして伝票を返す｡ 

伝票 1枚目は検査科と放射線科の保存用、2枚目はカルテ用の控えとする｡ 

検査科は手書きで結果を返送する｡ 

帰宅する際にはファイル内の伝票をすべて回収する｡ 
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（８） 会計 

災害レベル2および3では外来診療の会計は後日請求とする｡ 

(なお過去に激甚災害の指定を受けた場合には､医療費は国が補償したため､患者に請求を行う必

要がなかった｡) 

発生からの日数と外来患者数に応じて､本部判断により通常の会計に移行する｡ 

 

（９） 臨時病棟 

災害対策本部の指示で必要に応じて臨時病棟を造設する場所を決定する｡ 

造設する場所としてはリハビリフロアや内科外来などが候補に挙がる｡ 

退院可能だがすぐには帰宅できない患者の退院前病床､もしくは一般病棟への入院が困難である

場合の待機病床として利用する｡ 

 

5.7 病棟における応急対策業務(病棟での水平移動展開) 

 

≪患者の体動能力に応じた対応の実践≫ 

･独歩患者 

付添いで安全に避難場所へ移動｡階下への誘導は火災状況で階段を選択(中央､東西南北) 

スタッフは患者と移動する者､廊下等の動線確保者､誘導者の役割を担う｡ 

  

･水平移動について 

対象を自力で動く事が困難な患者と設定､搬送手段として､車イス､エアーストレッチャー､シーツ類を

使用する｡ 

スタッフは防火扉の開閉確認､固定する者､移動先で迎える者､移動させる者､状態観察者防火扉 

付近で整理する等の役割を担う｡ 

 

･水平移動の待機場所 

1. 北病棟ベランダ側へ (県道31号線SUBARU自動車側):階段使用可1~5階 4階以上ベランダのみ 

2. 南病棟ベランダ側へ (正面玄関側):階段使用可1~4階 5階以上ベランダのみ 

3. 東側階段側へ (霊安室側):階段使用可1~10階 ベランダ無し 

4. 西側階段側へ (コクミン薬局側):階段使用可1~10階 ベランダ無し 

 

※消防はしご車が待機可能なのは､北側(県道31号線SUBARU自動車側)と南側(正面玄関側)のみ 

 

5.8 インフラ復旧業務 

 

平時､電気･水道･ガスなどのインフラ維持に関しては､施設係と防災センターが担っている｡ 

災害時においてもインフラ復旧業務の中心となるのは施設係と防災センターとなるため､この二つの 

部署のインフラ復旧業務に関する詳細を添付文書に掲載する｡ 

 

6． アクションカード 

 

6.1 アクションカード 

 

病院全体でアクションカードを作成している｡いずれのアクションカードも以下の内容を含むものと 

している｡ 

 

･部署ごとに災害の宣言 
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･自部署の安全確保 

･通信手段の確保 

･被災状況報告書の記載 

･災害対策本部と情報交換 

 

※このうち添付文書として以下を別に掲載する｡ 

① 災害対策本部アクションカード 

② ERアクションカード 

③ 災害時の外来診療の仕方アクションカード 

④ 病院全体の共通アクションカード(簡易版) 

⑤ 医局アクションカード 

⑥ 災害時物品リスト 

⑦ 当直者用火災時アクションカード 

 

7． DMAT受援について 

 

 

7.1 背景 

災害時に当院の院内で DMATが活動する際に、院内職員がどのように活動するか、指針を記載する。 

 

7.2 どのような DMAT活動が想定されるか 

当院の院内で DMATが活動する場合、以下の 3通りの可能性がある。 

 

① 当院に DMAT参集拠点を設置 

 各病院から派遣された DMAT チームは、まず参集拠点に参集し管理される。更に参集拠点から各

地の活動拠点本部に派遣され、活動拠点本部で具体的な活動内容を割り振られる事になる。DMATは

1隊 5名程度のチームであり、場合によっては 100隊以上の DMATチームが参集するため参集拠点は

非常に混雑する。病院機能に支障を来す可能性があり、事前の準備が必須である。 

参集拠点は高速道路のサービスエリアなどに置かれる事も多いが、災害拠点病院に置かれる事も

ある。また、参集拠点と活動拠点本部の両方を担う場合もある。 

 

② 当院に DMAT活動拠点本部を設置 

 大規模災害においては、災害拠点病院の病院内に DMAT 活動の拠点となる本部が設置される事が

多い。もともと災害拠点病院は、免震構造・非常用電源・非常食備蓄・給水優先協定・井水の確保

などのハード面の整備が求められており、活動拠点本部に適している。また DMAT チームを保有し

ており、ソフト面においても適している。 

 当院は地域災害拠点病院であり、DMAT活動拠点本部が設置される可能性がある。活動拠点本部で

は、管内医療機関の被災状況を把握し DMAT 隊員を派遣する。更に管内医療機関の医療継続のため

の支援、病院からの患者避難の支援、院外現場での多数傷病者の診療および搬送支援、後方の病院

に患者を搬送する支援などを実施する。 

 

③ 当院の院内に DMAT支援指揮所を設置 

 災害拠点病院が医療活動を継続する事は、地域の災害対策において非常に重要である。このため

DMAT が直接支援に入り、病院内の医療活動を支援する場合がある。複数の DMATが支援に入る場合、

DMAT 支援指揮所を設置する事が多い。当院の職員との連携が必須である。 
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7.3 指揮命令系統 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

① 福岡県の医療救護調整本部は県内の災害医療を統括する 

② DMAT 活動拠点本部は管轄地域の災害医療を統括する 

③ 病院の災害対策本部は院内の災害医療を統括する。 

④ 病院を支援する DMATは病院の災害対策本部（以下、「院内災害対策本部」）と対等の立場で支援 

助言・連携する。 

 

 

7.4 院内 DMAT 

病院内に DMAT参集拠点、DMAT活動拠点本部、DMAT支援指揮所のいずれが設置される場合においても、

当院の DMAT 隊員（以下、「院内 DMAT」）が連携のキーパーソンとなる。院内災害対策本部との仲介役と

して機能する。 

院内 DMATが不在などの理由で人員不足である場合、院内 DMATの責任者が院内災害対策本部と協議し

て人員を補充する。 

 

 

7.5 DMAT 本部の設置場所 

 2階の循環器外来、健康管理センター、産婦人科外来が候補となる。一例を図に示す。 

DMAT 参集拠点は DMAT活動拠点本部と同様に循環器外来が候補となる。DMAT支援指揮所も循環器外来と

しても良いが、4階の院内災害対策本部の周辺（看護部ミーティングルームなど）に設置しても良い。 

福岡県災害対策本部 
福岡県医療救護調整本部 

厚生労働省本部 
DMAT 事務局 

総合調整、支援 

DMAT 活動拠点本部 DMAT 活動拠点本部 

福岡徳洲会病院 
院内災害対策本部 

病院支援指揮所 現場活動指揮所 
支援 
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7.6 必要物品の貸し出し 

病院から机、椅子、ホワイトボード、使用できる PHS（院内職員との連絡用）、文房具などを貸し出す。 

基本的には DMAT は必要な本部物品を持参するチームであり、上記以外の物品については要請に応じ

て   

貸し出しを検討すれば良い。 

 

7.7 院内の動線 

DMATが DMAT活動拠点本部へ移動する際は、エスカレーターを使用する事とする。 

2階の管理スペースに被災者や避難者が誤って入館しないよう、エスカレーター前に人員を配置し誘

導を行う。 
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4階に支援指揮所を設置する際には、正面玄関から 4階まで DMATを案内するための標識と誘導係を 

配置する。 

 

 

 

 

7.8 DMAT 車両駐車スペース 

 

参集 DMATは第 2駐車場を利用する。正面（第 1）駐車場から向かって正面に施錠されたポールが 2つ

ある。第 2駐車場の入り口は狭く救急車で入場するのが難しいため、ポールの施錠を外して救急車が進

入できるようにする。鍵は医事課と施設課で管理している。駐車料金は無料とする。 

車両誘導係を正面（第 1）駐車場と第 2駐車場に 24時間配置する。 
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8． 今後の課題と改訂体制 

 

8.1 事業継続マネジメント体制 

① BCP事務局の設置 

当院 BCP第 1版は､災害対策委員会の主導によりこれを作成した｡今後は前対策や教育･訓練の 

推進､定期的な点検･是正を平常時から行えるよう 2020 年 3月に BCP事務局を設置｡ 

 

② BCP事務局の組織体制 

事務局は監事､実務長､施設管理担当､資機材物品担当､システム及びデータ管理担当企画･広報担

当より構成される組織体制とした｡ 

 

③ BCP事務局の任期､開催について 

BCP事務局任期は 2年し､再任を認める｡また､開催について定期､以外にも必要時に適宜招集され､

関連事項の検討を行う｡また､随時事務局員以外の者の参加を求め説明及び意見を聞くことがで

きる旨定めた｡ 

 

8.2 BCP 実施計画 

① BCPの実施 

BCP 責任者は､事業継続計画書で定めた事業継続戦略を実現するため､BCP 実施計画に基づき対策

を実施する｡BCP事務局は､対策の実施状況を BCP推進会議で共有するとともに､適宜 BCP責任者に

報告する｡BCP事務局は年度初めに年間計画を策定し､関連部門との調整を計る｡ 

 

② BCP実施計画の見直し 

BCP責任者は､BCPおよび BCPの見直し(定期見直し､臨時見直し)の際に､BCP実施計画の 

見直しを指示する｡BCP事務局は､各部門の計画見直しに伴い必要な対策を取り纏め､BCP責任者及

び幹部の承認を得る｡ 
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会 議 目 的 開催頻度 

BCP事務局会議 ･進捗管理 

･内容精査 

･問題･課題の抽出と解決のための討議 

･毎月 1回 

･その他必要に応じて開催 

 
 

8.3 教育･訓練 

① 教育･訓練の目的 

教育･訓練は､事業継続性強化の重要性の周知､不測の事態発生時における緊急時対応および BCP

を確実に行うことを目的として実施する｡ 

 

 

② 部門における教育･訓練 

BCP 事務局は､全職員に対する教育周知を行い､定期的に教育･訓練を実施する｡訓練については､

当院の緊急時シナリオを想定した､実動訓練を年 1 回の頻度で実施する｡訓練の規模･訓練対象者

に 

ついては適宜検討を行う｡ 

 

③ 教育･訓練の実施とフォロー 

BCP 事務局は､病院全体および部門の教育訓練の実施結果を取り決め､災害対策委員会で報告する

とともに､実施結果を次回の教育訓練や BCP 行動手順書に反映する｡各部署が独自で行う訓練は､

BCP事務局で概要の把握･記録を行い､災害対策委員会で報告する｡ 

 

評価･改善 

① 評価･改善の目的 

評価･改善は､BCPが有効に機能する状態を維持するために実施する｡ 

 

② 評価･改善内容 

評価･改善を実施する契機と内容を以下に示す｡ 

契 機 実施内容 

策定後の初期 

フォロー 

BCP 責任者は､BCP 策定後､初期の運営にて得られた気づきや不備等の反映の

ために初期フォローを実施する 

実施時期は､対策実施計画書で立案される必須対策が完了する時期を目処と

し､BCP行動手順書と教育訓練計画書に反映し､実効性を高める 

定期見直し 

BCP 責任者は BCP の定期見直しを実施する。定期見直しでは､対策の実施に 

より得られた気付きや不備等を BCP 行動手順書と教育訓練計画書に反映し 

実効性を高める 

臨時見直し 

BCP責任者は､以下の要因が発生した場合に､BCPの臨時見直しを実施する 

･大きな組織変更があった場合 

･業務プロセスや事業構造に変化があった場合 

･経営資源に大きな変化があった場合 

･事業に関係する法令･規制･各種ガイドライン等が改定された場合 

･大規模災害により被災した場合 

･対策の実施や訓練などにより対策内容に重大な不備が発見された場合 
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③ BCP事務局による評価･改善の進捗管理 

BCP 事務局は､BCP 推進会議やヒアリング等を通じて BCP 運用状況を点検･評価し､改善活動を行

う｡ 

 

実施責任者 BCP事務局 

点検･評価内容 

① 対策 

対策の進捗状況と対策の実施結果･課題 

残存するリスク(未実施の対策が､事業再開までの時間に与える影響) 

② 教育訓練 

教育訓練の進捗状況と教育訓練の実施結果･課題 

③ BCP 見直し状況 

初期フォロー､定期見直し､臨時見直しの実施状況 

④ 危機対応の経験から明らかになった課題 

⑤ 指摘事項の是正状況 

前回の点検･評価における指摘事項の是正状況 

点検･評価 

結果のフォロー 

･BCP 事務局は点検･評価結果に基づく対策･是正を指示する｡ 

･各部門は対策を実施し､BCPに反映する｡ 

実施頻度 
･年間 1 回程度 

･BCP の臨時見直しがされた場合は臨時の点検･評価を行う｡ 

 

 

報告･是正 

① 報告･是正の目的 

報告･是正は､経営の視点から BCP の取り組みを検証するために実施する｡ 

 

② 幹部会議への報告 

BCP責任者は､幹部会議において BCP推進状況について報告を実施する｡ 

 

③ 報告の内容 

報告責任者 BCP責任者 

報告内容 

･各部門における BCP運用状況の点検･評価結果 

･経営判断が必要な課題と改善提案 

･前回までの報告における指摘事項の是正状況 

報告結果の 

フォロー 

･BCP 事務局は報告での指摘事項に基づく対策を検討し､各部門に指示する 

･各部門は対策を実施し､BCPに反映する 
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実施頻度 
･年間 1 回程度 

･BCP の臨時見直しがされた場合は臨時の報告を行う 

 
 
8.4 将来的課題 

① 危機管理部門の新設 

災害対策や BCP 改訂を含めた危機管理部門の新設も期待される 

 

② 地域一体型 BCP の構築 

医療圏での立ち位置､地域医療支援病院としての役割責務を担う為､更に地域一体型 BCPの構築を 

目指すには地域災害医療の観点から圏域の病院や施設をも巻き込んだ BCPの策定や BCP訓練を思慮 

する必要もあると考える 

 

 

9． 本書の管理 

9.1 本書の管理者 

本書の管理者は､BCP事務局長とする｡ 

 

 

9.2 本書の開示範囲 

･病院 BCPは BCP事務局が文書管理を行い､常に最版が使用される状態を維持する｡                 

･病院 BCPは当院の全構成員に開示し､周知する｡ 

･当院の社会的責任として､病院 BCP の概要を公開する｡ただし､個人情報の保護､戦略的対応の秘匿等の観

点から､開示が適当でない部分は限定的な開示とする｡ 

･広域災害医療活動のために必要な関係機関(行政の地域防災計画に基づく災害対策本部､医師会､DMAT お

よび他の災害拠点病院等)からの求めに応じて開示することができるものとする｡ 

 

 

9.3 本書の改版および廃止 

本書の改版および廃止は､BCP責任者が起案し病院幹部が決定する 

 

【本書の改版】 

 
 

管理者 BCP事務局長 

承認者 BCP責任者 

改版の契機 

･組織体制や事業内容等に大きな変更があった場合 

･文書記載事項(体制､行動手順､対策本部の設置場所等)に変更があった場合 

･定期的な見直し(年間 1回程度) 

･災害の経験後 
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